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は
じ
め
に

　

筆
者
は
以
前
、
昌
国
寺（
寄
居
町
）を
菩
提
所
と
す
る
旗
本
水
野
氏
に
か
か
る
資
料

を
展
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
た
び
、坂
東
札
所
で
知
ら
れ
る
岩
殿
山
正
法
寺（
東

松
山
市
）に
所
蔵
さ
れ
る
水
野
忠
貞
奉
納
明
版
大
蔵
経（
東
松
山
市
指
定
文
化
財
）の
一

部
を
実
見
す
る
機
会
を
得
た
。
忠
貞
は
正
法
寺
の
他
に
長
谷
寺（
奈
良
県
）に
同
じ
く

明
版
大
蔵
経
を
奉
納
し
て
い
る
ほ
か
、
昌
国
寺
に
は
大
般
若
経
六
百
巻
を
、
そ
の
他

の
寺
社
に
も
様
々
な
品
を
奉
納
す
る
な
ど
、
各
地
に
そ
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
人
物

で
あ
る
。
そ
こ
で
小
稿
で
は
、
水
野
忠
貞
を
取
り
上
げ
、
そ
の
事
跡
お
よ
び
忠
貞
が

正
法
寺
に
奉
納
し
た
明
版
大
蔵
経
を
紹
介
し
た
い
。

　

な
お
、今
回
は
正
法
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
明
版
大
蔵
経
に
つ
い
て
精
緻
に
確
認
、検
討
、

分
析
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
加
え
て
門
外
漢
の
分
野
で
あ
る
た
め
、
極
め
て
簡

単
な
紹
介
に
留
ま
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
く
。
経
全
体
の
精
緻
な
分
析
に
つ

い
て
は
今
後
の
課
題
と
す
る
と
と
も
に
、
大
方
の
ご
教
示
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

　
１　

水
野
忠
貞
の
事
跡

　

昌
国
寺
を
菩
提
所
と
し
た
水
野
石
見
守
家
は
水
野
長
勝
に
始
ま
る
。
長
勝
は
、
尾

張
水
野
氏
宗
家
水
野
忠
政
の
甥
成
清
の
子
で
、
生
母
は
忠
政
の
娘
で
於
大
の
方（
伝
通

院
）の
姉
、
於
丈
の
方（
覚
法
院
殿
月
貞
妙
心
大
姉
）と
さ
れ
る
。
父
成
清
は
長
勝
が
二

歳
の
時
に
死
去
し
た
た
め
、
生
母
の
再
嫁
先
で
あ
る
松
平
家
広（
形
原
松
平
家
）の
養

育
を
受
け
た
。
長
勝
は
の
ち
織
田
信
長
、
北
条
氏
政
に
仕
え
、
北
条
氏
滅
亡
後
に
家

康
に
召
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　

二
代
水
野
忠
貞
は
、
黒
川
正
秀
と
水
野
長
勝
女（
昌
舜
貞
久
・
貞
久
院
）の
嫡
男
と

し
て
生
ま
れ
る
が
、
長
勝
嫡
男
の
早
世
に
伴
い
慶
長
六（
一
六
〇
一
）年
、
長
勝
の
嗣

子
と
な
る
。
な
お
、
忠
貞
生
家
の
黒
川
家
は
、
当
初
扇
谷
上
杉
氏
に
仕
え
た
が
、
河

越
城
の
戦
い
の
際
に
父
子
が
討
死
。
そ
の
後
、
正
秀
の
代
に
北
条
氏
房
に
属
し
、
慶

長
五
年
に
家
康
に
召
し
出
さ
れ
た
家
で
あ
る
。
忠
貞
を
水
野
家
の
継
嗣
と
し
た
の
ち

は
、
正
秀
次
男
の
正
直
が
継
い
で
い
る
。
正
直
は
、
長
崎
奉
行
、
大
目
付
な
ど
幕
府

要
職
を
務
め
て
い
る
。
正
秀
以
来
、
大
智
寺（
坂
戸
市
）に
葬
ら
れ
、
代
々
の
菩
提
所

と
し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
慶
長
十
四
年
の
正
秀
没
後
に
は
、
忠
貞
の
実
母
貞
久
院
は
、
水
野
家
陣

屋
敷
内
に
居
住
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
元
禄
年
間
頃
の
昌
国
寺
を
描
い
た
と
考
え
ら

れ
る
境
内
図
に
は「
て
い
久
い
ん
様
御
や
し
き
あ
と
只
今
ハ
畑
ニ
成
」と
見
え
る
。
貞

久
院
は
、
正
保
三（
一
六
四
六
）年
に
没
し
、
昌
国
寺
に
は
宝
篋
印
塔
が
造
立
さ
れ
て

い
る
。

　

忠
貞
の
経
歴
に
つ
い
て
は【
表
】の
通
り
で
あ
る
。
忠
貞
は
伏
見
奉
行
を
務
め
た
人

物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
伏
見
奉
行
は
正
保
四（
一
六
四
七
）年
、
小
堀
政
一（
遠

州
）の
後
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
当
初
は
伏
見
奉
行
に
加
え
畿
内
五
ヶ
国
・
近
江
・

丹
波
・
播
磨
の
奉
行
を
兼
ね
た
が
、
寛
文
六（
一
六
六
六
）年
に
こ
の
職
掌
は
京
都
代

官
に
移
譲
さ
れ
て
い
る
。

　

先
述
の
通
り
忠
貞
は
、
長
谷
寺
へ
大
蔵
経
を
寄
進
し
た
ほ
か
、
春
日
大
社
の
寄
進

書
籍
目
録
に
も
そ
の
名
を
留
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
和
州
周
辺
寺
社
へ
の
寄
進
は
伏

見
奉
行
と
し
て
の
事
跡
と
も
関
わ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

中
村
陽
平

《
調
査
彙
報
》
正
法
寺
所
蔵
水
野
忠
貞
奉
納
明
版
大
蔵
経
に
つ
い
て
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忠
貞
は
伏
見
奉
行
と
し
て
大
和
国
に
足
跡
を
残
す
一
方
、
寛
永
十
九（
一
六
四
二
）年

に
は
、
初
代
長
勝
の
外
曾
祖
父
に
あ
た
る
水
野
忠
政
の
百
回
忌
の
供
養
と
し
て
、
昌

国
寺
に
宝
篋
印
塔
を
造
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
万
治
元（
一
六
五
八
）年
に
は
、
長
勝

五
十
年
忌
供
養
と
し
て
、
菩
提
所
昌
国
寺
に
大
般
若
経
を
納
め
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
忠
貞
は
、
各
地
の
寺
社
に
寄
進
を
お
こ
な
う
と
と
も
に
、
昌
国
寺
を

水
野
家
の
菩
提
所
と
し
て
調
え
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
寺
伝
で
は
忠
貞
の

法
名
は
、
嵯
峨
清
涼
寺
・
仙
誉
堯
鑑（
一
五
九
七
〜
一
六
五
七
）に
帰
依
し
授
け
ら
れ

た
逆
修
戒
名
で
あ
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
点
を
鑑
み
る
と
、
忠
貞
の
一
連
の
寄
進
活

動
は
、忠
貞
の
三
宝
へ
の
帰
依・信
仰
や
、幕
府
役
職
を
契
機
と
し
た
関
係（
つ
な
が
り
）

に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

　
２　

正
法
寺
蔵
所
蔵
明
版
大
蔵
経
に
つ
い
て

　

明
版
大
蔵
経
は
、
十
五
世
紀
初
期
、
中
国
・
明
代
に
彫
ら
れ
た
板
木
を
も
と
に
十
七

世
紀
後
半
の
中
国
・
清
代
の
補
刻
に
よ
り
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
板
行
時
期
に

よ
り
、南
蔵・北
蔵
、嘉
興
蔵（
万
暦
版
大
蔵
経
）な
ど
に
分
け
ら
れ
る
。
う
ち
嘉
興
蔵
は
、

南
光
坊
天
海
に
よ
る
天
海
板
開
板
に
際
し
て
底
本
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
た
ほ
か
、

黄
檗
版（
鉄
眼
版
）の
開
板
に
つ
な
が
る
な
ど
、
そ
の
後
の
仏
典
の
普
及
に
多
大
な
影

響
を
与
え
た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

岩
殿
山
正
法
寺
に
は
万
治
三（
一
六
六
〇
）年
、
忠
貞
が
寄
進
し
た
明
版
大
蔵
経（
嘉

興
蔵
。
以
下
、
正
法
寺
本
と
す
る
）が
伝
え
ら
れ
る
。
加
え
て
先
述
の
通
り
、
忠
貞
は

寛
文
七（
一
六
六
七
）年
に
は
長
谷
寺
に
同
じ
く
大
蔵
経（
嘉
興
蔵
）を
寄
進
し
て
い
る
。

近
し
い
時
期
に
二
蔵
を
輸
入
、
寄
進
し
た
点
を
鑑
み
て
も
、
忠
貞
の
寄
進
は
特
異
な

事
例
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
長
谷
寺
本
に
つ
い
て
は
近
年
そ
の
全
容
が
解
明
さ
れ
て
い

る
。
一
方
、
正
法
寺
本
は
嘉
興
蔵
と
し
て
は
早
い
時
期
の
輸
入
事
例
で
あ
る
こ
と
に

加
え
、
長
谷
本
と
の
関
係
性
な
ど
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
管
見

の
限
り
現
在
ま
で
巷
間
に
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
以
上
か
ら
正
法
寺
本
に
つ
い
て
概

要
を
紹
介
し
た
い
。

　

な
お
、
今
回
実
見
し
た
も
の
は
経
箱
一
合
の
な
か
の
一
帙
の
み
で
あ
る
。
御
住
職

に
よ
る
と
、
一
部
黄
檗
版
を
含
ん
で
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
全
体
の
分
析
は
今

後
の
課
題
と
す
る
。

【表】水野忠貞の履歴一覧
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（
１
）経
典
に
つ
い
て

　

結
論
か
ら
述
べ
る
が
、
当
然
な
が
ら
正
法
寺
本
は
長
谷
寺
本
と
極
め
て
近
し
い
様

式
を
備
え
た
嘉
興
蔵
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
は
長
谷
寺
本
の
報
告
書
に
則
し
、二
、

三
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
装
訂
で
あ
る
が
、
明
代
の
新
し
い
形
態
で
あ
る
袋
綴
じ
方
冊
本（
四
つ
目
綴
じ
）

で
あ
る
。
一
部
虫
損
が
認
め
ら
れ
る
が
、
状
態
は
極
め
て
良
好
で
あ
る
。
表
紙
は
香

色
で
、
右
上
に
は
後
筆
で「
共
八
」と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
帙
内
の
冊
数
を
記
し

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
、
同
一
帙
内
の
他
巻
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
表
紙
に
は
、
墨

付
枚
数
を
記
し
た
付
箋
が
貼
付（
一
部
剥
落
）さ
れ
て
お
り
、
寺
内
で
整
理
が
な
さ
れ

た
こ
と
が
分
か
る
。
題
箋
は
水
浅
黄
色
、
千
字
文
に
あ
た
る
個
所
は
、
丸
の
中
に
墨

釘
で
■
と
さ
れ
て
お
り
、
長
谷
寺
本
と
共
通
す
る
。

　

印
記
は
、
確
認
し
た
範
囲
で
は
、
巻
頭
と
巻
末
に
押
さ
れ
る「
暑
繕
貞
」の
朱
文
楕

円
印
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
も
長
谷
寺
本
に
見
え
、
忠
貞
の
印
と
判
断
し
て
良
か
ろ
う
。

　

【写真1】表紙

【写真2】巻頭【写真3】巻尾
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（
２
）総
目
録
に
つ
い
て

　

正
法
寺
本
に
は
あ
わ
せ
て
総
目
録
が
一
冊
付
属
す
る
。
縦
二
七・
〇
、
横
二
一・
二
、

厚
三・八
。
総
目
録
に
は
、
箱
番
号
、
経
典
名
、
套
数（
帙
数
）、
一
冊
毎
の
墨
付
枚
数
、

各
套
毎
の
墨
付
枚
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。
巻
尾
に
は
、「
一
切
経
都
合
二
一
三
套
／
此

冊
数
千
五
百
五
十
五
冊
、
内
総
目
録
一
冊
／
墨
付
合
十
五
万
三
千
七
百
九
十
二
枚
」と

正
法
寺
本
の
全
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
巻
末
に
は
、
奉
納
の
経
緯
を
記
し
た

次
の
奥
書
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
【
史
料
一
】

（
奥
書
）

右
総
目
所
載
、
明
本
大
蔵
経
壹
部
、
為

二
百
一
十
有
三
、
為
冊
一
千
五
百
五
十
有
五
、

奉
納
武
州
比
企
郡
岩
殿
山
千
手
観
世
音
菩
薩
之
宝
蔵
、
余
生
長
此
郡
、
自
幼
齢
常
拝

詣
精
藍
、
敬
信
霊
感
而
今
守
職
於
畿
内
十
有
余
歳
、
未
嘗
不
日
夕
東
望
而
仰
□
慈
風
、

故
求
全
経
於
中
華
、
供
仏
海
之
涓
滴
、
伏
冀　
　

柳
営
萬
歳
国
泰
民
安
、
法
霈
之
余

沢
施
及
家
族
、
武
運
延
久
孫
子
繁
栄
、
永
承
多
福
者
也

　
　

万
治
庚
子
九
月
日　
　
　
　
　

従
五
位
下
水
野
石
見
守
源
忠
貞　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

墨
付
一
百
八
十
枚　
（
暑
繕
貞
・
朱
文
楕
円
印
）

　

奥
書
に
よ
る
と
、
忠
貞
は
自
身
が
比
企
郡
内
で
生
ま
れ
育
ち
、
幼
少
時
よ
り
正
法

寺
を
参
拝
、
崇
敬
し
て
い
た
こ
と
。
遠
く
伏
見
の
地
で
奉
行
を
十
余
年
務
め
な
が
ら
、

故
郷
へ
の
想
い
を
抱
き
、
正
法
寺
に
対
し
大
蔵
経
を
奉
納
し
た
こ
と
な
ど
が
読
み
取

れ
る
。

【写真4】総目録奥書

（
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）
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現
在
、
正
法
寺
に
経
蔵
は
確
認
さ
れ
ず
、
大
蔵
経
の
存
在
も
一
般
に
は
余
り
知
ら

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
江
戸
時
代
の
段
階
に
お
い
て
は
、
正
法
寺
本
は『
新
編
武
蔵
風

土
記
稿
』に
留
め
ら
れ
る
べ
き
什
物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
経
蔵
と
あ

わ
せ
て
札
所
を
構
成
す
る
一
要
素
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
簡
単
に
正
法
寺
本
を
確
認
し
た
。
そ
の
伝
来
経
緯
を
知
る
術
は
無
い
が
、

長
谷
寺
本
を
含
め
、
寄
進
し
た
時
期
は
忠
貞
が
伏
見
奉
行
を
務
め
て
い
た
時
期
に
あ

た
る
。
こ
う
し
た
品
を
買
い
求
め
各
寺
社
に
寄
進
し
え
た
背
景
の
一
つ
に
は
、
伏
見

奉
行
と
し
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
人
脈
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
さ
ら

に
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
忠
貞
の
実
弟
黒
川
正
直
の
存
在
で
あ
る
。
正
直
は
慶
安

三（
一
六
五
〇
）年
長
崎
奉
行
に
転
じ
て
お
り
、
長
崎
奉
行
の
御
調
物
と
し
て
こ
う
し

た
品
を
入
手
し
得
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
幕
府
役
職
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
や
人
脈
を
通
じ
て
こ
れ
ら
の
品
を
入
手
で
き
う
る
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

嘉
興
蔵
の
流
通
を
検
討
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
（
３
）経
箱
に
つ
い
て

　

総
目
録
に
記
さ
れ
た
奉
納
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』に
お
い
て
も

取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
次
の
通
り
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
二
】

〇
経
蔵

明
板
ノ
一
切
経
ヲ
蔵
ス
。
万
治
三
年
九
月
。
水
野
石
見
守
忠
貞
ガ
寄
納
ス
ル
処
ナ
リ
。

経
文
目
録
ノ
末
ニ
。
奉
納
シ
タ
ル
顛
末
ヲ
畧
記
ス
。
其
文
ニ
。

右
総
目
所
載
、
明
本
大
蔵
経
壹
部
。
為
帙
二
百
一
十
三
。
為
冊
一
千
五
百
五
十
五
。

奉
納
武
州
比
企
郡
岩
殿
山
千
手
観
音
菩
薩
之
宝
前
。
余
生
長
此
郡
。
自
幼
齢
常
拝
詣

精
藍
。
敬
信
霊
威
。
今
守
職
十
有
余
歳
。
故
求
全
経
於
中
華
之
云
。

　
　

万
治
庚
子
九
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

従
五
位
下
水
野
石
見
守
源
忠
貞

　
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』が
編
纂
さ
れ
た
文
化
・
文
政
年
間
に
は
、
正
法
寺
に
は
経

蔵
が
設
け
ら
れ
正
法
寺
本
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。
残
念
な
が
ら
正
法
寺
経
蔵
は
現
存

せ
ず
、
ど
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
詳
ら
か
で
は
無
い
。
し
か
し
現
在
で
も
正

法
寺
に
は
大
蔵
経
の
経
箱
が
残
さ
れ
、
正
法
寺
本
堂
脇
陣
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
経
箱
は
忠
貞
寄
進
時
の
経
箱
で
、
十
二
合
か
ら
な
る
。
桐
製
、
被
せ
蓋
式
で

四
隅
に
金
具
が
施
さ
れ
る
。
側
面
下
部
に
は
紐
穴
二
本
が
施
さ
れ
て
い
る
が
真
田
紐

な
ど
は
欠
損
し
て
い
る
。
一
合
の
法
量
は
、
高
四
六・
五
㎝
、
横
四
一・
〇
㎝
、
奥
行

五
七・
四
㎝
。
細
部
を
実
見
し
た
の
は
一
合
の
み
で
あ
る
が
、
経
箱
に
墨
書
な
ど
は
認

め
ら
れ
な
い
。
な
お
長
谷
寺
に
も
、
忠
貞
寄
進
時
の
経
箱
と
さ
れ
る
同
種
の
経
箱
が

伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
忠
貞
は
正
法
寺
本
と
長
谷
寺
本
を
同
一
の
ル
ー
ト
で
入

手
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る（
無
論
、
箱
だ
け
が
別
注
の
可
能
性
は
あ
る
）。

【写真5】経箱

【写真6】経箱安置風景

（
11
）
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念
論
集
』山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
〇
二
）、
同「
江
戸
時
代
に
お
け
る
明
版
嘉
興
蔵
の
輸
入
状
況
に
つ
い
て
」（『
立
正
史
学
』

一
一
九
、二
〇
一
六
）。

（
８
）註
７
に
同
じ
。

（
９
）嵐
山
史
跡
の
博
物
館
企
画
展「
観
音
霊
場
と
武
士
」（
二
〇
一
三
）に
お
い
て
い
く
つ
か
の
経
典
と
総
目
録
が
展
示
さ
れ
て
い

る
。

（
10
）正
法
寺
文
書
九
六「
一
切
経
目
録
」（『
埼
玉
県
寺
院
聖
教
文
書
遺
品
調
査
報
告
書
』（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
四
））。

（
11
）『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』巻
一
九
一（
国
立
公
文
書
館
蔵
）。

（
12
）拙
稿「
旗
本
菩
提
所
の「
成
立
」と
護
持
―
旗
本
水
野
家
菩
提
所
昌
国
寺
を
事
例
に
」（『
埼
玉
地
方
史
』八
三
、二
〇
二
一
）。

〔
付
記
〕

　

本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
正
法
寺
中
嶋
栄
様
に
は
資
料
閲
覧
を
お
許
し
頂
き
ま
し
た

こ
と
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
か
え
て

　

小
稿
で
は
、
旗
本
水
野
忠
貞
が
奉
納
し
た
正
法
寺
蔵
明
版
大
蔵
経
を
紹
介
し
た
。

正
法
寺
大
蔵
経
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
調
査
を
お
こ
な
い
、
改
め
て
そ
の
全
容
を

紹
介
し
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
筆
者
は
前
稿
で
水
野
家
が
昌
国
寺
を
代
々
の
菩
提
所
と
定
め
る
画
期
を
、

三
代
水
野
忠
顕
の
奥
方
玉
泉
院
に
よ
る
昌
国
寺
護
持
に
求
め
た
。
し
か
し
そ
の
前
提

と
し
て
、
二
代
忠
貞
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
。
忠
貞
に
よ
る
神
仏
へ
の
敬
信
や
祖

霊
信
仰
に
よ
り
、
昌
国
寺
は
水
野
家
代
々
の
菩
提
所
と
し
て
成
立
す
る
方
向
が
定
め

ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　

近
世
初
期
の「
旗
本
」菩
提
所
成
立
・
継
続
の
要
因
は
、
様
々
な
事
象
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
忠
貞
の
動
向
か
ら
は
、自
身
の
生
ま
れ
育
っ
た
土
地
に
対
す
る
地
域
認
識
や
、

「
信
仰
心
」と
い
う
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
う
し
た
歴
史
的
な
観

点
か
ら
も
、
正
法
寺
大
蔵
経
は
興
味
深
い
事
例
と
い
え
る
。

註（
１
）現
在
墓
所
は
、「
黒
川
丹
波
守
正
直
墓
」と
し
て
、
埼
玉
県
の
旧
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）昌
国
寺
所
蔵
文
書
。

（
３
）墓
所
に
つ
い
て
は
、
池
上
悟「
埼
玉
県
寄
居
町
昌
国
寺
所
在
の
旗
本
水
野
石
見
守
家
墓
所
」（『
立
正
考
古
』五
二
号
、

二
〇
一
五
）。

（
４
）「
春
日
大
社
史
料
」『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』第
一
七
号（
一
九
八
二
）に
よ
る
。

（
５
）昌
国
寺
所
蔵
。

（
６
）昌
国
寺
所
蔵
文
書
。

（
７
）本
稿
に
お
け
る
明
版
大
蔵
経
の
記
述
は
、
主
に
以
下
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。
佐
々
博
史「
水
戸
久
昌
寺
蔵
の
明
版
大
蔵
経

に
つ
い
て
」（『
明
版
大
蔵
経
史
の
研
究
』日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』二
二
、一
九
九
五
）、
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
編『
豊
山
長

谷
寺
拾
遺
第
四
輯
之
二　

明
版
一
切
経　

上
巻
・
下
巻
』（
総
本
山
長
谷
寺
文
化
財
等
保
存
調
査
委
員
会
、
二
〇
〇
八
）、
野

沢
佳
美「
江
戸
時
代
に
お
け
る
明
版
嘉
興
蔵
の
輸
入
状
況
に
つ
い
て
」（『
仏
教
学
仏
教
史
論
集 

佐
々
木
孝
憲
博
士
古
稀
記

（
12
）


